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思いやりの心を未来へつなげましょう。思いやりの心を未来へつなげましょう。やさしさがいっぱいつまった人権の和…やさしさがいっぱいつまった人権の和…

　「男性だから」「女性だから」という理由だけで、固
定的な役割分担を押しつけられるなど、個性を発揮
することができない現状があります。
　お互いの能力や人格を尊重して共に支えあう社
会の実現をめざしましょう。
　また、パートナーからの暴力や職場等における
性的な嫌がらせや、ストーカー等から女性を守る
ことが必要です。

女性の人権

　「性」と言っても、そのあり方には多様性があります。
　個人の「性」を考えるときには、「身体の性別」、「性
自認」（自分の性別をどのように認識しているかを
示す概念）や、「性的指向」（恋愛や性的関心がどの
性別に向くか、向かないか）等、いくつかの面から
捉えることができます。
　お互いに個人の「性」を尊重し、偏見や差別をな
くすことが大切です。

　市内に暮らす（転入予定者を含む）性的少数者であるお二人
が、お互いを人生のパートナーとして協力し合うことを宣誓
し、その宣誓を市が証明する「熊谷市パートナーシップ宣誓
制度」を、令和４年4月1日から開始しました。
　「ありのままの自分として生きたい」という気持ちを尊重
し、多様性を認め合う共生社会の実現を目的としています。

性的指向・性自認（LGBTQの人権）
　いじめや児童虐待といった、子どもの健康や福
祉を害する犯罪が多発しています。
　子どもたち一人ひとりの意向が尊重される中で
健やかに成長し、可能性を伸ばすことができる社
会づくりが必要です。

子どもの人権
　新型コロナウイルス・HIV感染者やハンセン病
患者とその家族等に対して、病気についての間
違った認識等により、偏見や差別が起きており、
一方で、新型コロナウイルスワクチン未接種者に
対する、接種の強制等の人権侵害問題も起きて
います。
　病気への正しい知識を身に付けて、感染・疾患者、
ワクチン未接種者等に不当な差別をせずに、思い
やりの心で接することが大切です。

新型コロナウイルス・HIV感染者・
ハンセン病患者等の人権

　障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人
格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげる
ため、平成28年４月１日から「障害を理由とする差別の解消
の推進に関する法律」が施行されました。
　法律では、障がいを理由とした「不当な差別的取扱い」を
禁止するとともに、障がいのある人から手助けや必要な配慮
を求める意思が伝えられたとき、負担が重すぎない範囲で
対応する「合理的配慮」が求められています。

　障がいのため、自らの意思で自由に行動し生活
するには、さまざまな障壁があります。
　障がいのある人が住みなれた地域や家庭で自
立した生活をおくることができる社会づくりが必
要です。

障がいのある人の人権

　市では、関係機関と連携し、人権侵害にあたるインターネッ
トの掲示板等の書き込みに対して、モニタリングを行ってお
り、悪質な差別書き込みの早期発見や削除に努めています。

　インターネットが身近なものになり、匿名性を
悪用した誹謗中傷や、プライバシー侵害等の人権
問題が起きています。
　利用する際には、画面の向こうでつながってい
る相手の気持ちを想像し、普段の生活と同じよう
に、思いやりの心を持つことが大切です。

インターネットによる人権侵害

※1　本来、大人が担うとされている、家事や家族の世話を
日常的に行っている１８歳未満の子ども。
※2　がんと診断され治療を受けながら生活している人また
は、治療をすでに終えた人。

　※1ヤングケアラー、※2がんサバイバー、災害時に
おける避難所や避難先で受けるいじめや差別、刑
を終えて出所した人、ホームレスに対する差別、
非正規雇用等による生活困窮者問題も起きてい
ます。
　人権は、社会の変化に伴い、多様な広がりを持
つことから、常に新しい動きに目を向け、人権感
覚を養うことが大切です。

ほかにもこんな問題が…

　犯罪被害者等が、再び平穏な生活を営むことができる地
域社会の実現を目指すため、令和2年4月１日から「熊谷市犯
罪被害者等支援条例」が施行されました。　

　犯罪被害者等は犯罪による直接的な被害のほ
か、その後の精神的ショックや失職による経済的
困窮等の二次的被害に苦しんでいます。
　一人ひとりが、被害者の置かれている状況に共
感し、平穏な生活を取り戻していく上で必要な配
慮や支援をすることが大切です。

犯罪被害者やその家族の人権

　北朝鮮による拉致は、決して許されない犯罪行
為であり、国民に対する重大な人権侵害です。
　一人ひとりの声を大きくし、問題解決に向けて
強い意志を北朝鮮に伝え続けることが大切です。

北朝鮮当局による拉致問題

　同和地区出身というだけで、結婚をはじめ、い
われのない差別を受け、悲しく辛い思いをしてい
る人がいます。
　一人ひとりが同和問題を正しく理解し、偏見を
なくすことが大切です。
　未だ部落差別が存在することを明示し、部落差別のない
社会の実現を目指すため、「部落差別の解消の推進に関する
法律」が平成28年12月16日から施行されました。
　また、部落差別の禁止規定等を設けた、「埼玉県部落差別
の解消の推進に関する条例」が令和４年７月８日から施行さ
れました。

同和問題

　高齢者に対する虐待、介護放棄、財産面の権利侵
害など、高齢者に関する人権問題が生じています。
　高齢者が健康で生きがいを持って、安心して暮
らせる社会をつくることが大切です。

高齢者の人権

　アイヌの人々は、伝統的な独自の豊かな文化を
もった少数民族ですが、現在でも、アイヌの人々
であることを理由として、結婚や就職等において
差別が続いています。
　民族の文化や伝統に対して正しい認識を深め、
偏見や差別をなくすことが大切です。

アイヌの人々の人権

　外国人に対する偏見や差別発言等により、生活
上の権利が保障されていない現状があります。
　人権に国境はありません。異なる文化、生活習
慣、価値観を理解し、外国人が安心して生活でき
る多文化共生社会を築いていくことが必要です。

外国人の人権

　人種、宗教、性別等の要素に起因する差別的表現、例えば、
特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動、いわゆる「ヘ
イトスピーチ」の解消を目指すため、平成28年6月3日から「本
邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組
の推進に関する法律」（ヘイトスピーチ解消のための法律）が
施行されました。

育てよう 一人ひ とりの 人権意識育てよう 一人ひ とりの 人権意識
ーさまざまな  人権課題ーーさまざまな  人権課題ー
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　熊谷市人権教育推進協議会では、人権教育をより効果的に進めるために、令和6年9月に市内公立
中学校3年生を対象とした人権に関する意識調査を実施しました。その調査の一部を紹介します。

人権に関する意識調査

あなたはこの調査結果をどう考えますか？あなたはこの調査結果をどう考えますか？

1 あなたの関心の高い人権問題はなんですか。（複数回答可）

●総回答数の内、最も回答が多かったのは「障害のある人の人権」で 13.7％であった。続いて
　「インターネットによる人権侵害」（12.0％）、「外国人の人権」（9.4％）、「性的指向・ジェン
　ダーアイデンティティ、LGBTQ＋（性的マイノリティ）の人権」（8.5％）の順に関心が高い。
　そして、より複雑化、深刻化している「インターネットによる人権侵害」については、今後
　※情報モラル教育を通して、生徒・保護者ともに正しい知識を身につける必要がある。
　※情報モラル教育：情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度を育成する教育
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●「正しく理解し、なくしていくよう
努力する（71.5％）」「自分は差別を
しないようにする（21.0％）」と回答
した生徒が併せて 92.5％となっ
た。9割以上の生徒が、同和問題（部
落差別）は解消すべき人権問題であ
ると考えている。これは指導者が、
学校における全教育活動を通じて
人権教育を推進している成果であ
る。熊谷市教育委員会では「大人が
手本となって」というキャッチフ
レーズを掲げている。同和問題（部
落差別）をはじめとした今なお残る
人権課題・問題の解消や解決にむ
け、大人が率先して誠意ある姿勢を
見せていくことが重要である。

2 あなたは、同和問題（部落差別）をなくすために、どうしたらよいと思いますか。
１つ選んでください。

考 察
無回答 0.1%

正しく理解し、なくしていくよう努力する正しく理解し、なくしていくよう努力する
71.5%71.5%

自分は差別を
しないようにする
自分は差別を
しないようにする

21.0%21.0%

わからない 5.6%

その他 1.7%

●「ない」と回答した生徒が 80.5％
と高い割合を示した。しかし、「あ
る」と回答した生徒が5.1％いる。
全回答者において、約 20 人に 1
人がインターネット上での差別
の被害者、あるいは加害者になっ
ているという状況は、深刻に受
け止めなければならない。学校
における人権教育のさらなる充
実とともに、教職員の観察や生
徒からの情報提供、毎月一度実
施しているアンケート調査や面
談等の機会を活用して、人権侵
害の予防や早期発見に努めなけ
ればならない。

3 あなたは、インターネット（ゲーム、SNS等）により、他の人の人権を侵害したり、
自分の人権が侵害されたりしたことがありますか。１つ選んでください。

考 察
わからない 13.4%

無回答 0.9%

ない
80.5%

ある 5.1%
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　学校では、児童・生徒の「生きる力」を育むための土台として、「熊谷の子どもたちは、これができま
す！『４つの実践』と『３減運動』」に積極的に取り組んでいます。
　また、市内の全小中学生がスマートフォンを賢く上手に使うために、「スマホ使い方宣言」や「タブレッ
ト端末の約束５ゕ条」の下、学校・家庭・地域が一体となって取り組んでいます。

学校・家庭・地域の取組

●朝ごはんをしっかり食べることで、心も体も成長します。家族が一緒に食事をとることで、
　家族の会話が増え、心の成長につながります。
●自信をもって返事をすることは、自分の存在を周囲に示し、自己存在感や自尊感情を高めます。
●相手に「ありがとう」「ごめんなさい」の気持ちを素直に言えることは、信頼関係を築いて
　いくために必要な力です。
●友だちをたくさんつくることは、人間関係をつくる基本です。お互いを認め合い、尊重する
　態度が身に付きます。
●テレビやゲーム、スマートフォン等の時間を減らすことで、家族との時間が増え、勉強や
　読書の時間等が増えます。「あたたかい心」「豊かな心」「正しく判断する心」が育ちます。
　「当たり前のことが当たり前にできること」これが、児童・生徒の豊かな人権感覚を育みます。
　子どもだけではなく、大人が手本となって実践していくことで、「思いやりの心」を広げて
　いきましょう。

人権感覚が育ちます！
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令和７年３月発行
この「わたしたちに できること」は、約74,000部作成し、
印刷経費は1部あたり約9円です．

問合せ先 熊谷市役所 TEL 048 ー 524ー 1111（代）
 人権政策課 FAX 048 ー 525ー 9222
 社会教育課 FAX 048 ー 525ー 93308

　人権に関する相談

　子どもに関する相談

　ＤＶに関する相談

　高齢者に関する相談
　障害のある人に関する相談
　虐待に関する相談　　
　性的少数者（LGBTQ）に関する相談　　
　外国人に関する相談　
　法律に関する相談

・みんなの人権110番（全国共通人権相談ダイヤル）
・さいたま地方法務局熊谷支局（常設人権相談）

・子どもあんしんダイヤル （市役所:家庭児童相談室）
・教育110番 （市役所:教育研究所）
・子どもの人権110番 （法務省）
・熊谷児童相談所（県） 
・児童相談所虐待対応ダイヤル（厚生労働省）

・熊谷市配偶者暴力相談支援センター「ハートピア」相談室
・埼玉県配偶者暴力相談支援センター（婦人相談センターDV相談）
           　　　　　　　　　　　　　（With You さいたま 相談室）
 市役所:長寿いきがい課
 市役所:障害福祉課
 虐待通報ダイヤル（県）
 にじいろ県民相談
 外国人総合相談センター埼玉
 
・市役所:市民相談室 
・法テラス埼玉  

0570-003-110
048-524-8805

048-527-2700
048-525-7830
0120-007-110
048-521-4152
189（いちはやく）

048-599-0015
048-863-6060
048-600-3800
048-524-1111
048-524-1111
♯7171
0570-022-282
048-833-3296

048-524-1111
050-3383-5375
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人権相談窓口

　身元調査などのため住民票の写しなどが不正に取得された事件が発生しています。
　これらの不正取得を防止するために、市では、住民票の写しなどを代理人や第三者に交付した場
合、事前に登録した本人にその事実を通知する制度を導入しています。
　熊谷市に住民登録又は本籍がある方で本制度への登録を希望される場合は、下記の窓口へお申込
みください。

受　　付  市役所市民課、各行政センター及びさくらめいと出張所
問合せ先  市役所市民課　　　048-524-1111（代）

本人通知制度に登録して不正取得を防止しましょう

熊谷市人権尊重都市宣言
　私たちは、すべての人々の基本的人権が尊重され、平和で、平等な社会、幸せに暮せる社会
の実現を願っています。
　わが国では、日本国憲法に明示されている基本的人権の確立のため、人権擁護のさまざまな
努力が続けられてきました。しかし、私たちを取り巻く現実の社会には、二十一世紀を迎えた
今もなお、さまざまな差別や人権侵害など基本的人権にかかわる問題が存在しています。
　人が人として互いに尊重し合い、すべての人々の人権が認められる、明るく住みよい地域社
会を、一人ひとりの努力によって実現することが大切であります。
　私たち熊谷市民は、思いやりのある心豊かな人権尊重社会の実現をめざし、ここに熊谷市を
「人権尊重都市」とすることを宣言します。


	わたしたちにできること2502**1
	わたしたちにできること2502**23
	わたしたちにできること2502**45
	わたしたちにできること2502**6
	わたしたちにできること2502**7
	わたしたちにできること2502**8

